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東京都市計画公園第４・４・３号
中野公園の変更（中野区決定）
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都市計画とは

都市計画に関し必要な事項を定めることで、都市
の健全な発展と秩序ある整備を図り、それによって
国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する
ことを目的としている。

都市計画区域内において、都市計画法第11条の
都市施設として都市計画決定された公園。
都市施設については、都市計画に、都市施設の

種類、名称、位置及び区域を定めるものとすると
ともに、面積等を定めるよう努める。

都市計画公園とは
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ご清聴ありがとうございました
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